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１．組織の概要 

 （１）事 業 者 名  世田谷トラック運送事業協同組合 

（２）代 表 者  代表理事 石 川 和 夫 

（３）環境管理責任者  事 務 員 佐 藤 典 江 

担 当 者 帯 刀 貴 子 

                  電 話 03-5716-9028 

                  ＦＡＸ 03-5716-9029 

                  emai l tatewaki@setagaya-truck.com 

（４）所 在 地  東京都世田谷区用賀３－１８－４ ヒルズイースト２Ｆ 

                 http://www.setagaya-truck.com/ 

（５）事 業 内 容   

   ・主なる事業内容   組合員の貨物利用運送事業及び貨物運送業務の共同受注 

                 組合員の燃料油脂の共同購買事業 

                 組合員の通行料金支払い代行業 

                 組合員の保険事務代行事業  

   ・売  上  高   891 百万円 

   ・出  資  金     780 万円 

   ・職 員 数   ３人 

・事 務 所 面 積    ５０．８６㎡ 

 

２．認証・登録の対象範囲 

   全組織・全活動を認証・登録の対象範囲としている。 
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3．EA21 実施体制 

世田谷トラック運送事業協同組合    実施体制図 

                    

                       改定日： ２０３３年６月２３日 

                       代表者： 石川 和夫 代表理事 

                       環境管理責任者： 佐藤 典江 

 

代 表 者 

代表理事 石川 和夫 

  

環境管理責任者 

佐藤 典江 

  

EA21事務局 

帯刀 貴子 

 

 役割・責任・権原 

代表者 要求事項１.対象範囲の明確化 

要求事項２.経営における課題とチャンスの明確化 

要求事項３.環境経営方針の策定 

要求事項７.実施体制の構築 

要求事項１４.代表者による全体評価と見直し・指示 

環境管理責任者 代表者の補佐（要求事項１～３，７，１４） 

要求事項４.環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価 

要求事項５.環境関連法規などの取りまとめ 

要求事項８.教育・訓練の実施 

要求事項９.環境コミュニケーションの実施 

要求事項１１.環境上の緊急事態への準備と対応 

要求事項１３.取組状況の確認・評価と問題点の是正及び予防 

環境経営レポートの作成 

EA21事務局 要求事項 1２.文書類の作成・保管 

※作成：環境経営目標の実績記入、 

別表環境への負荷の自己チェック表へ実績記入 

その他文書に環境管理責任者指示を記載 

要求事項９.外部コミュニケーション受理. 

全員 要求事項１０・実施と運用 

 ※文書類などでの環境管理責任者指示を実施 
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4．環境経営方針 

環 境 経 営 方 針 

＜環境理念＞ 

世田谷トラック運送事業協同組合は、地球環境問題が人類共通の重要課題であることを深く認

識し、自らの省エネ・省資源への心掛けと地域環境保全への貢献により持続可能な社会の実現

を目指した事業活動を推進します。 

また、かけがえのない環境を将来の世代へ継承していくため、下記の基本方針を定めて自主的・

積極的に環境負荷の低減に取り組んで行きます。 

＜基本方針＞ 

１． エコアクション２１に基づく環境経営システムを構築し、環境改善活動を継続的に                        

行います。 

２． 節電と省エネルギー化を進め、二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化防止に努めます。 

３． 省資源による仕事を進めるように努め、廃棄物の発生量を低減します。 

４． 節水に努め、排水量を低減します。 

５． 当組合員のエコアクション２１・グリーン経営認証等環境関連認証取得の増進に努め、環

境負荷の低減に取り組んで行きます。 

６． 地域環境保全に向け、クリーンタウン世田谷と放置自転車移送などを進めます。 

７． 環境に関連する法規制・条例等を遵守し、環境配慮に努めます。 

８． 環境経営方針を全職員に周知します。 

       

          2022 年 9 月 30 日 

世田谷トラック運送事業協同組合 

代表理事   石  川  和  夫 
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5．環境経営目標・環境経営目標の実績   
 

当組合は環境負荷の改善に向けて環境経営目標を策定した。当社は３階建てビルの２階にテナン

トとして入居している。 

当ビルに管理会社があって、電力使用量・水使用量については、元メーターの使用量を各テナン

トに配分して、通知してくれていた。 

それが 2021 年 12 月分から、ビル管理会社へ問い合わせしても回答がなくなり、電力使用量、水

使用量については使用量未把握状態が継続している。 

２０２２年度実績では全事項目標を達成した。 

☆2021 年 12 月から電力問合せ(料金・使用量）に回答がなく。未把握状態。 

 2022 年度以降の環境経営目標「電力使用量の削減」、「水使用量の削減」については、環境活動計画の確実な実施を目指

すこととした。 

☆購入電力の排出係数は、東京電力エナジーパートナー(株)の －R2 年実績：0.441kg-CO2/kWh－ を使用しました。 

☆環境関連認証取得 ： ＥＡ21 

環 境 経 営 目 標 事 項 単位 
基準年度 

2020 年度 

中長期目標 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 

目標 
目標 目標 

実績値 

二酸化炭素排出量の削減 
kg-

CO2 
3,396 

環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

  ―― ―― ―― 

電 力 使 用 量 の 削 減 kWh 7,700 
環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

事業系一般廃棄物の削減 kg 247 

242 

（－2%） 240 

（－3%） 

231 

（－4%） 215 

(－13%) 

水 使 用 量 の 削 減 ｍ３ 
30 

（=基準以下） 

環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

環境活動計画

の確実な実施 

化 学 物 質 使 用 量 の 削 減 kg 化学物質は使用していません。 

組合員の環境関連認証取得数 社 9 
7 

7 7 

7 
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6．環境活動計画、取組結果とその評価、次年度の取組  

 

 

環境目標 取組み 結果 評価 次年度取組 

二酸化炭素 

排出量の削減 

 

（※：専用メー

ターではない） 

①空調温度の適正化 

（冷房 28℃ 暖房 20℃） 

②空調区域・時間の限定使用 

③夏期ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、冬期ｳｫｰﾑﾋﾞｽ （゙ポ

スター掲示） 

④環境省 気候変動キャンペーン 

⑤PC 電源 OFF(離席時､夜間､休

日) 

⑥照明のＬＥＤ化 

⑦空調室内機の点検清掃 

①業務に支障のない程度に

実施している。 

②実施している。 

③実施している。 

 

④実施している。 

⑤完全実施している。 

 

⑥実施している。 

⑦年２回実施。 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

継続して実施 

 

継続して実施 

継続して実施 

 

継続して実施 

継続して実施 

 

継続して実施 

継続して実施 

一般棄物排出

量の削減 

①分別の徹底 

②両面印刷・印刷物作成時の 

 最小限量への考慮 

③ミスコピーの防止 

④使用済み用紙・ﾎﾟｽﾀｰ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ・

封筒等の再利用 

⑤詰め替え可能な製品の利用 

⑥使い捨て製品の使用や購入の抑

制 

⑦ペーパーレスの促進 

①完全実施している。 

②至急時等を除き実施して

いる。 

③意識の徹底が図られてい

る。 

④完全実施している。 

⑤完全実施している。 

⑥完全実施している。 

 

⑦取組開始。 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

継続して実施 

継続して実施 

 

継続して徹底 

 

継続して実施 

継続して実施 

継続して実施 

 

継続して実施 

総排水量(又

は総給水量)

の削減 

(※専用メータ

ーではない) 

①節水シールの貼り付けと 

 ポスター掲示 

②日常的な節水の励行 

 

組合単独での使用量の測

定はできないが、シール・

ポスター等で各自が節水

を心掛けた。 

○ 

 

〇 

継続して実施 

 

継続して実施 

 

組合員の環境

関連認証取得・ 

普及・浸透のた

めのサービス 

①組合員のＥＡ２１認証取得の増

進 

②ＥＡ２１以外の組合員の環境関

連認証取得のためのサービス 

③組合の環境活動の支援 

①十分な実施はできてい

ない。 

②十分な実施はできてい

ない。 

③支援の機会が多くない。 

△ 更なる、組合員へ

の認証取得・ 

普及・浸透を実施 
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7．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、訴訟等の有無 

 

主要な法規 確認内容 評価結果 

資源の有効な利用の促進に

関する法律 

 

パソコンを廃棄する時は、購入先又

はメーカーに問い合わせ、リサイク

ル化を図る。 

廃棄なし 

特定家庭用機器再商品化法 

 

業務用に置いてある家庭用テレビ・

電気冷蔵庫・電子レンジを廃棄する

際は、「家電リサイクル券」を購入す

る。 

廃棄なし 

世田谷区清掃・リサイクル

条例 

 

一般廃棄物の業の許可を持つ事業者

に一般廃棄物の運搬又は処理を委託

し、その事業者とのルールに基づき、

適切に一般廃棄物を排出する。 

問題なし 

 

  環境関連法規への違反はありません。なお、関連当局よりの違反等の指摘は、過去３年間あり

ません。訴訟もありません。 

 

 

8．代表者による全体評価と見直しの結果 

２０２２年度分の代表者による見直しを２０２３年 5 月 19 日に実施しました。 

環境経営目標は、一般廃棄物の削減と組合員の認証取得・普及・浸透のためのサービスは目標

達成でした。電力使用量と水使用量は不動産管理会社から提供されず、環境活動計画の確実な

実施としたが、守られている。 

次年度も引き続き空調室内機の定期的な点検清掃を行います。 

今後も環境経営目標及び環境活動計画を策定し、従来の事業をできるかぎり充実して取組んで

まいります。 


